
保
健
師
に
よ
る
面
接

　
妊
娠
届
を
提
出
し
、
母
子
健
康
手
帳

を
受
け
取
る
際
、
全
員
に
保
健
師
な
ど

が
面
接
を
行
い
ま
す
。
面
接
で
は
、
体

調
面
の
相
談
の
ほ
か
、
一
人
一
人
の
抱

え
る
心
配
事
な
ど
に
対
す
る
相
談
に
応

じ
ま
す
。

子
育
て
プ
ラ
ン
の
提
案

　
安
全
・
安
心
な
出
産
や
、
楽
し
く
充

実
し
た
子
育
て
の
準
備
に
向
け
て
の
プ

ラ
ン
を
保
健
師
が
一
緒
に
作
成
し
ま
す
。

　
そ
の
際
、
各
種
母
子
保
健
サ
ー
ビ
ス

や
妊
娠
中
に
家
族
で
準
備
し
て
お
く
こ

と
な
ど
、
子
育
て
関
連
の
情
報
を
紹
介

し
ま
す
。

母
子
健
康
手
帳
の
交
付

　
こ
れ
ま
で
、
母
子
健
康
手
帳
は
市
民

課（
市
役
所
1
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所

で
交
付
し
て
い
ま
し
た
が
、
交
付
場
所

が
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

み
と
な
り
ま
し
た
。

　
入
院
中
の
人
や
、
医
師
の
指
示
で
安

静
に
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
、
来
館
が

難
し
い
場
合
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

妊
娠
・
出
産
相
談

　
安
心
し
て
妊
娠
・
出
産
を
迎
え
ら
れ

る
よ
う
、
保
健
師
・
栄
養
士
・
歯
科
衛

生
士
な
ど
の
専
門
職
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
困
っ
た
と
き
は
一
人
で
悩
ま
ず
、
い

つ
で
も
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

妊
婦
・
乳
児
健
康
診
査
受
診
票

の
交
換

　
転
入
し
て
き
た
人
を
対
象
に
妊
婦
・

乳
児
健
康
診
査
受
診
票（
母
子
健
康
手

帳
別
冊
）の
交
換
を
行
い
ま
す（
左
記
）。

※
く
わ
し
く
は
健
康
増
進
課（
☎
27
‐

1
1
1
1
）へ
。

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
開
設

市
で
は
、
妊
娠
期
か
ら
出
産
・
子
育
て
期
ま
で
の
総
合
相
談
窓
口
と
な
る「
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」

を
保
健
福
祉
館
内
に
開
設
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
セ
ン
タ
ー
の
主
な
業
務
を
紹
介
し
ま
す
。

子育てに関する相談に応じます

妊
娠
期
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
を
強
化

　市では、母親学級や赤ちゃん相談・幼
児健診・予防接種などの各種母子保健
サービスを行っています。子育て世代包
括支援センターでは、サービスについて
の説明や妊婦・乳児健康診査受診票の発
行、幼児健診・予防接種問診票の発行を
行います。
　市内に引っ越してきた妊婦、または乳
幼児の保護者は、母子健康手帳とマイナ
ンバーカードを持って子育て世代包括支
援センターに来てください。本人・配偶
者・同居の親族以外の代理人が手続きす
る場合は、委任状が必要です。
※くわしくは健康増進課（☎27-1111）へ。

市外から転入した
妊婦・乳幼児の保護者は
手続きを
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